
※網掛けは第13回東京都子供・子育て会議資料から更新した箇所

策定時

妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援体制の構築（平成３１年度目標　６２区市町村で、地域の実情に応じ、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援体制を構築）

5 6
☆出産・子育て応援事業（ゆ
りかご・とうきょう事業）

福祉保健局

　全ての妊婦を対象に専門職が面接を行い、
心身の状態や家庭の状況を把握し、ニーズに
応じた支援を妊娠期から子育て期にわたり切
れ目なく行う区市町村の取組を支援する。

41区市町村（17区19市3町2村）が実
施

32区市町村（16区11市3町2村）が実
施

13区市町村（9区1市2町1村）が実施

39 38
乳児家庭全戸訪問事業（こん
にちは赤ちゃん事業）

福祉保健局
　生後４か月までの乳児のいるすべての家庭
を訪問する乳児家庭全戸訪問事業に取り組む
区市町村を支援する。

56区市町村（23区25市4町4村） 55区市町村（23区25市4町3村） 55区市町村（23区25市4町3村）

41 40 養育支援訪問事業 福祉保健局
　保護者の養育を支援することが特に必要な
家庭を訪問し支援する養育支援訪問事業に取
り組む区市町村を支援する。

54区市町（23区26市5町） 53区市町（23区26市4町） 53区市町（23区26市4町）

24 23 周産期医療システムの整備 福祉保健局

　出産前後の母体・胎児や新生児に対する高
度な医療に対応できる周産期母子医療セン
ターなどの整備を進めるとともに、総合的な周
産期医療体制の確立を図る。
■事業目標（35年度）　NICU　340床確保

NICU（新生児集中治療室）病床数
　　　　　　　　　　　　　　　　３２９床
（参考）
総合周産期母子医療センター13所
地域周産期母子医療センター14所

NICU（新生児集中治療室）病床数
　　　　　　　　　　　　　　　　３２９床
（参考）
総合周産期母子医療センター13所
地域周産期母子医療センター14所

NICU（新生児集中治療室）病床数
　　　　　　　　　　　　　　　　３２６床
（参考）
総合周産期母子医療センター13所
地域周産期母子医療センター14所

51 47
☆地域子育て支援拠点事業
（子育てひろば事業）の充実

福祉保健局

　子育てひろばにおいて、地域支援や利用者
支援事業を実施し、地域社会で子育てを支援
する体制や保護者の相談体制の充実に取り
組む区市町村を支援する。
■事業目標（31年度）　地域支援又は利用者
支援事業を行う子育てひろばを全区市町村で
実施

地域支援又は利用者支援事業を実
施する子育てひろば：２２４か所
（１９区１６市）
※平成２９年９月１日時点

地域支援又は利用者支援事業を実
施する子育てひろば：２１４か所
（１７区１６市）
※平成２８年９月１日時点

地域支援又は利用者支援事業を実
施する子育てひろば：１８９か所
（１５区１５市）

56 50 ☆利用者支援事業 福祉保健局

　子供及びその保護者等、又は妊娠している
方が、教育・保育施設や地域の子育て支援事
業等を円滑に利用できるよう、身近な場所で
情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行う
とともに、関係機関との連絡調整等を実施する
区市町村を支援する。
■事業目標（31年度）　62区市町村

２１区２５市１村で実施。（東京都子
供・子育て支援交付金交付申請よ
り）
○基本型：８５か所（１２区１３市）
○特定型：４３か所（１６区１６市）
○母子保健型：１０９か所（２０区２０
市村）

２０区２２市で実施。（東京都子供・
子育て支援交付金交付申請より）
○基本型：６５か所（１２区１０市）
○特定型：３９か所（１３区１５市）
○母子保健型：９０か所（１７区９市）

１９区１８市で実施。（東京都子供・
子育て支援交付金交付申請より）
○基本型：５１か所（９区８市）
○特定型：３６か所（１１区１３市）
○母子保健型：３７か所（１０区１市）

中間
見直し

平成27年度実績平成28年度実績平成29年度実績事業概要所管局事業名

「東京都子供・子育て支援総合計画」において目標を掲げている取組の進捗状況一覧

計画
番号

参考３ 
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策定時
中間

見直し

平成27年度実績平成28年度実績平成29年度実績事業概要所管局事業名
計画
番号

多様なニーズに対応した保育や預かり等のサービスの実施（平成３１年度目標　６２区市町村で、地域の実情に応じた実施体制の整備）

43 42
子育て短期支援事業（ショー
トステイ・トワイライトステイ）

福祉保健局

　子供の年齢等にかかわらず、すべての子育
て家庭が、ショートステイ・トワイライトステイの
サービスを、必要に応じて利用することができ
るよう取り組む区市町村を支援する。

51区市町（23区26市2町）
（実績報告ベース）
ショートステイ　　　51区市町
                       （23区26市2町）
トワイライトステイ 22区市
                       （14区8市）

5０区市町（23区25市2町）
（実績報告ベース）
ショートステイ      50区市町
                       （23区25市2町）
トワイライトステイ 21区市
                       （13区8市）

51区市町（23区26市2町）
（実績報告ベース）
ショートステイ　　　 51区市町
                        （23区26市2町）
トワイライトステイ　18区市
                        （11区7市）

46 45

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・セン
ター事業）
<子供家庭支援区市町村包
括補助事業及び国の交付金
>

福祉保健局

　仕事と家庭の両立や子を持つすべての家庭
の子育てを支援するため、地域の会員同士で
育児の援助を行うファミリー･サポート･セン
ターの安定的な実施に取り組む区市町村を支
援する。

51区市町（23区25市3町）
平成29年度　提供会員17,466人
（実績報告ベース）

50区市町（23区24市3町）
平成28年度　提供会員17,505人
（実績報告ベース）

49区市町（23区24市2町）
平成27年度　提供会員17,411人
（実績報告ベース）

48 46 一時預かり事業 福祉保健局

　保護者の疾病や育児疲れなど、保護者の事
情に応じて一時的に保育を提供することがで
きるよう、一時預かり事業に取り組む区市町村
や事業者を支援する。

年間延べ利用児童数：789,889人
（幼稚園型を除く）
【平成29年度決算ベース】

年間延べ利用児童数：707,177人
（幼稚園型を除く）
【平成28年度決算ベース】

年間延べ利用児童数：639,636人
（幼稚園型を除く）
【平成27年度決算ベース】

94 75 夜間保育事業 福祉保健局
　保護者の就労等の事情により、夜間（おおよ
そ午後10時まで）のニーズに対応するため、
夜間保育に取り組む区市町村を支援する。

延長保育事業（午後10時までの開
所）　10区市
夜間保育所　3区
計13区市（9区4市）（上記のいずれ
か又は両方を実施）

延長保育事業（午後10時までの開
所）　11区市
夜間保育所　3区
計14区市（9区5市）（上記のいずれ
か又は両方を実施）

延長保育事業（午後10時までの開
所）　14区市
夜間保育所　3区
計15区市（9区6市）（上記のいずれ
か又は両方を実施）

95 76 延長保育事業 福祉保健局

　保護者の就労の多様化、長い通勤時間等に
伴う保育ニーズに対応するため、11時間の開
所時間の前後において延長保育を行う区市町
村を支援する。

５1区市町
（２３区２６市２町）
【交付決定ベース】

５１区市町
（２３区２６市２町）
【交付決定ベース】

５１区市町
（２３区２６市２町）
【交付決定ベース】

96 77 休日保育事業 福祉保健局
　保護者の就労形態の多様化により、日曜
日、国民の祝日等のニーズに対応するため、
休日保育に取り組む区市町村を支援する。

25区市（13区、12市） ２6区市（14区12市） 25区市（14区11市）
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策定時
中間

見直し

平成27年度実績平成28年度実績平成29年度実績事業概要所管局事業名
計画
番号

6371

　地域の実情に応じ、認可保育所、認証保育
所、認定こども園など、多様な保育サービスを
組み合わせ、保育サービス拡充に取り組む区
市町村を支援していく。
○認可保育所
　保育を必要とする就学前児童に対する保育
を行う、児童福祉法に定める児童福祉施設
○認証保育所
　東京の保育ニーズに対応するため、大都市
の特性に着目した都独自の基準により設置・
運営する保育施設
○認定こども園
　就学前の子供を、保護者の就労の有無に関
わらず受け入れ、幼児教育と保育の一体的提
供と地域における子育て支援を行う施設
○家庭的保育事業
　家庭的保育者がその居宅等において、利用
定員５人以下で保育を行う事業
○小規模保育事業
　定員が６人以上１９人以下の少人数で保育
を行う事業
○居宅訪問型保育事業
　家庭的保育者が、乳児または幼児の居宅に
おいて保育を行う事業
○事業所内保育事業
　事業主が、従業員及び地域の児童のために
保育を行う事業
○企業主導型保育事業
　国の助成を受けて、企業が主として従業員
のために保育を行う事業（地域の児童も受け
入れ可能）
○定期利用保育
　パートタイム勤務や育児短時間勤務等、保
護者の就労形態の多様化に対応し、保育所等
において児童を一定程度継続的に保育する
サービス

■事業目標（平成32年4月時点）
保育サービス利用児童数　60,000人増（平成
29年度を含む）【中間見直しにおいて更新】

保育サービスの拡充（認可保育所、
認証保育所、認定こども園、定期利
用保育、家庭的保育事業、小規模
保育事業、居宅訪問型保育事業、
事業所内保育事業）

保育サービスの利用児童数
293,767人
（平成30年4月1日現在）

保育サービスの拡充（認可保育所、
認証保育所、認定こども園、定期利
用保育、家庭的保育事業、小規模
保育事業、居宅訪問型保育事業、
事業所内保育事業）

保育サービスの利用児童数
277,708人
（平成29年4月1日現在）

保育サービスの拡充（認可保育所、
認証保育所、認定こども園、定期利
用保育、家庭的保育事業、小規模
保育事業、居宅訪問型保育事業、
事業所内保育事業）

保育サービスの利用児童数
261,705人
（平成28年4月1日現在）

福祉保健局

保育サービスの拡充（認可保
育所、認証保育所、認定こど
も園、家庭的保育事業、小規
模保育事業、居宅訪問型保
育事業、事業所内保育事業、
企業主導型保育事業、定期
利用保育）
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策定時
中間

見直し

平成27年度実績平成28年度実績平成29年度実績事業概要所管局事業名
計画
番号

63 78 ☆病児保育事業の充実 福祉保健局

○病中又は病気の回復期等にあって、集団保
育が困難な保育所在籍児童等を、保護者の
勤務の都合等により家庭で育児ができない場
合に、保育所や病院等の専用スペース等にお
いて一時的に預かり保育を行う区市町村を支
援する。
○病児・病後児保育施設の人材とノウハウを
活用した地域の保育所等の職員に対する技
術支援や利用者に病児のケアに関する情報
提供を行う取組、保育所や自宅で児童が発症
した際のお迎えサービスの実施、駅近郊の施
設による自治体間の広域利用など、病児・病
後児保育の充実に取り組む区市町村を支援
する。

■事業目標（31年度）　160か所

１４４か所 １３４か所 １３３か所

111 87
☆地域スポーツクラブの設
立・育成支援事業

オリンピック・
パラリンピッ
ク準備局

　子供から大人まで、幅広い世代の都民が生
涯にわたってスポーツに親しむ機会を拡大す
るため、地域住民自らが主体となって運営す
る地域スポーツクラブの設立・育成を支援す
る。

■事業目標（32年度）　全区市町村で設置

56区市町村　136クラブ
（22区：61クラブ、25市：66クラブ、
4町：4クラブ、5村：5クラブ）

54区市町村　132クラブ
（22区：59クラブ、24市：65クラブ、
3町：3クラブ、5村：5クラブ）

51区市町村　128クラブ
（22区：59クラブ、24市：64クラブ、
2町：2クラブ、3村：3クラブ）

113 89
総合的な子供の基礎体力向
上方策の推進

教育庁

 子供の体力向上の方向性を示し、総合的な
子供の基礎体力向上方策を推進する。
　具体的には、東京都統一体力テストの全校
実施、体力向上や健康教育の研究指定校に
おける実践研究、中学校「東京駅伝」大会の
開催等により、体力向上を図る。

■事業目標　平成32年度までに、体力合計点
平均値の東京都平均値を、小学生は都道府
県別の上位、中学生・高校生は全国平均値程
度まで向上させる。

○東京都統一体力テスト実施…全
公立学校対象（2,178校　936,981
人）・実施報告書配布
○アクティブプラン to 2020 実践事
例集…12,300部配布
○第９回中学生「東京駅伝」大会実
施
○全国体力・運動能力、運動週間
等調査
　都道府県順位
　【小学生】男子20位、女子20位
　【中学生】男子41位、女子39位

○東京都統一体力テスト実施…全
公立学校対象（2,184校　933,788
人）・実施報告書配布
○アクティブプラン to 2020 実践事
例集…12,300部配布
○「体力を高めるガイドライン」…
2,200部配布
○第８回中学生「東京駅伝」大会実
施
○全国体力・運動能力、運動週間
等調査
　都道府県順位
　【小学生】男子18位、女子18位
　【中学生】男子43位、女子41位

○子供の体力向上推進本部設置、
平成28年１月に「アクティブプラン to
2020 総合的な子供の基礎体力向
上方策第３次推進計画」を策定
○東京都統一体力テスト実施…全
公立学校対象（2,192校　929,185
人）・実施報告書配布
○第７回中学生「東京駅伝」大会実
施
○「一校一取組」運動の展開実践例
報告書…12,130部配布
○「コオーディネーショントレーニン
グ実践教材集」…2,000部配布

4/8



策定時
中間

見直し

平成27年度実績平成28年度実績平成29年度実績事業概要所管局事業名
計画
番号

学童クラブ事業（平成３１年度目標　事業目標（31年度末（32年5月））登録児童数 12,000人増）

163 138 学童クラブ運営費補助事業 福祉保健局

　就業などにより、保護者が昼間いない小学
生の健全な育成を図るために、区市町村が実
施する、又は区市町村が運営費を補助する、
学童クラブ事業（放課後児童健全育成事業）
の供給体制の整備を支援していく。開所日数、
障害児受入、放課後児童支援員のキャリア
アップ等の取組に加算を設け、地域のニーズ
に応じた取組を支援する。
　都型学童クラブ事業においては、開所時間
の延長や常勤職員を配置することなどにより、
学童クラブのサービス向上を図る。

■事業目標（31年度末（32年5月））【中間見直
しにおいて更新】
登録児童数 19,000人増

登録児童数　105,805人
（平成30年5月1日現在）

登録児童数　100,869人
（平成29年5月1日現在）

登録児童数　95,741人
（平成28年5月1日現在）

164 139 ☆学童クラブの設置促進 福祉保健局

　既存施設を活用して、学童クラブ事業を新た
に実施するための改修及び設備の整備等を
行う事業に対する補助を実施することで、学童
クラブの設置を促進する。

1,821か所（平成30年5月1日現在）
余裕教室等を活用した学童クラブの
整備　72か所

1,785か所（平成29年5月1日現在）
余裕教室等を活用した学童クラブの
整備　93か所

1,742か所（平成28年5月1日現在）
余裕教室等を活用した学童クラブの
整備　89か所

165 140 ☆児童館等整備費補助 福祉保健局

　児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し、
又は情操を豊かにするために、児童館及び学
童クラブの整備を行う区市町村の取組を支援
する。

○児童館 （創設）5施設　（改築）1施
設　（大規模改修）8施設　（防犯対
策強化）2施設
○学童クラブ（創設）20クラブ　（改
築）7クラブ　（大規模修繕）3クラブ
（拡張）0クラブ

○児童館　（創設）１施設　（改築）３
施設　（大規模修繕）８施設　（拡張）
１施設
○学童クラブ（創設）１９クラブ　（改
築）６クラブ　（大規模修繕）２クラブ
（拡張）１クラブ

○児童館　（創設）１施設　（改築）３
施設　（大規模修繕）７施設
○学童クラブ（創設）８クラブ　（改
築）３施設　（大規模修繕）１施設

167 142 ☆放課後子供教室 教育庁

　すべての子供を対象として、放課後や週末
等に小学校等を活用して、安全・安心な子供
の活動拠点（居場所）を設け、地域の人々の
参画を得て、子供たちに学習、文化・スポーツ
活動、地域住民との交流の機会を提供するこ
とにより、子供たちが地域社会の中で、心豊か
に健やかに育まれる環境づくりを推進する。

■事業目標（31年度）　全小学校区に設置

55区市町村（23区26市5町1村）
1,178小学校区（全1,282小学校区）
1,240教室で実施
　※八王子市を含む。

55区市町村（23区26市5町1村）
1,145小学校区（全1,286小学校区）
1,200教室で実施
　※八王子市を含む。

55区市町村（23区26市5町1村）
1,112小学校区（全1,292小学校区）
1,158教室で実施
　※八王子市を含む。
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策定時
中間

見直し

平成27年度実績平成28年度実績平成29年度実績事業概要所管局事業名
計画
番号

214 147
☆家庭的養護（養育家庭等・
ファミリーホーム・グループ
ホーム）の推進

福祉保健局

○平成４１年度において、社会的養護に占め
る家庭的養護の割合が概ね６割となるよう、養
育家庭等・ファミリーホーム・グループホームを
推進していく。
○養育家庭でより多くの児童が育まれるよう、
普及啓発により養育家庭登録数を拡大すると
ともに、養育家庭への支援を充実する。また、
乳児期からの委託を促進する。
○養育者の住居において、5人又は6人の子
供を養育する小規模住居型児童養育事業
（ファミリーホーム）を着実に実施する。
○児童養護施設が地域の住宅を活用し家庭
的な環境で養護を行うグループホームについ
て、引き続き設置を進める。
○3か所以上のグループホームを設置する施
設について、各グループホームへの助言・指
導等を行うグループホーム支援員を配置する
など、安定的運営を支援する。

■事業目標（31年度）
ファミリーホームを42か所（うち法人型17か所）
設置する。

【平成３０年３月末現在】
○養育家庭等（登録数：７６８家庭、
委託児童数：４５９人）
○ファミリーホーム（設置数：１９ホー
ム、入所児童数：８１人）
○グループホーム（設置数：１４７
ホーム、入所児童数：８８６人）
○社会的養護に対する家庭的養護
の割合
35.6％

【平成２９年３月末現在】
○養育家庭等（登録数：７４２家庭、
委託児童数：４１９人）
○ファミリーホーム（設置数：１８ホー
ム、入所児童数：８３人）
○グループホーム（設置数：１４１
ホーム、入所児童数：８４４人）
○社会的養護に対する家庭的養護
の割合　33.8％

【平成２８年３月末現在】
○養育家庭等（登録数：７２８家庭、
委託児童数：３９８人）
○ファミリーホーム（設置数：１８ホー
ム、入所児童数：８２人）
○グループホーム（設置数：１３８
ホーム、入所児童数：８３２人）
○社会的養護に対する家庭的養護
の割合　32.9％

217 149
☆サテライト型児童養護施設
の設置

福祉保健局

　施設不在地域にグループホーム等の設置を
促進するため、グループホーム等の後方支援
員を配置したサテライト児童養護施設を設置
し、併せて地域の支援の強化を図る。

■事業目標　31年度までに3か所

2施設実施
※モデル期間を平成31年度末まで
延長

２施設実施 実績なし

192 150
☆専門機能強化型児童養護
施設

福祉保健局

　虐待等により問題を抱える子供たちへのケ
アを充実させるため、精神科医師や治療担当
職員を配置するとともに個別ケア職員を配置
するなど機能を充実し、専門的・個別的ケアを
行う専門機能強化型児童養護施設の指定数
を拡大する。

■事業目標（32年度）　全民間児童養護施設
（54か所）

専門的、治療的ケア体制の充実

専門機能強化型児童養護施設の運
営　44か所

専門的、治療的ケア体制の充実

専門機能強化型児童養護施設の運
営　45か所

専門的、治療的ケア体制の充実

専門機能強化型児童養護施設の運
営　45か所
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策定時
中間

見直し

平成27年度実績平成28年度実績平成29年度実績事業概要所管局事業名
計画
番号

202 164
高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業

福祉保健局

　ひとり親家庭の親の経済的自立を図るた
め、高等学校卒業程度認定試験合格のため
の講座（通信講座を含む）を受け、これを修了
した際に受講費用の一部を支給するとともに、
合格した場合にも受講費用の一部を支給する
事業について、全区市町村での実施を推進す
る。

■事業目標（31年度）　62区市町村

8区8市13町村 6区5市13町村 4区2市13町村

201 167
母子・父子自立支援プログラ
ム策定事業

福祉保健局

　児童扶養手当を受給しているひとり親家庭
の職業的自立を促進するため、母子・父子自
立支援プログラム策定員により、就業に結び
つく支援を行う事業について、全区市での実
施を支援する。

■事業目標（31年度）　62区市町村

55区市町村 53区市町村 51区市町村

ひとり親家庭の子供の学習支援の推進（学習支援ボランティア事業又は生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業の実施（平成３１年度目標　６２区市町村）

185 172 子供の生活・学習支援事業 福祉保健局

○　ひとり親家庭の子供サポートモデル事業
　ひとり親家庭に育つ子供（小学４年生から高
校生）に対し、学習塾形式及び家庭教師派遣
型の学習支援を行うとともに、子供の悩みを聞
くなど生活支援を行い、子供の自立を支援す
る。
○　学習支援の推進
　ひとり親家庭の子供の学習支援事業（学習
支援ボランティア事業）又はひとり親家庭の子
供も対象に含む生活困窮者自立支援法の学
習支援事業について、都内全域での実施を推
進する。

18区市
※28年度から補助事業の再編を行
い、家庭教師派遣型の学習支援事
業については、ひとり親家庭生活向
上事業の中に組み入れられた。

15区市
※28年度から補助事業の再編を行
い、家庭教師派遣型の学習支援事
業については、ひとり親家庭生活向
上事業の中に組み入れられた。

○ひとり親家庭の子供サポートモデ
ル事業
学習塾型：４１名、家庭教師派遣型：
４４名
○　学習支援の推進
学習支援実施自治体：２７区市町村
（生活困窮者自立支援法に基づく学
習支援も含む）

158 133
生活困窮者自立支援法に基
づく子供の学習支援

福祉保健局
　貧困の連鎖を防止するため、低所得世帯の
子供を対象として、学習支援に加え、居場所
の提供や進路相談等を行う。

○区市における実施状況
　　　　　　　　　　46区市（23区23市）
○西多摩福祉事務所における支援
対象者（在籍者）数
　　　　　　　　　59名（30年３月時点）

○区市における実施状況
　　　　　　　　　　39区市（23区16市）
○西多摩福祉事務所における支援
対象者数
　　　　　　　　　38名（29年３月時点）

○区市における実施状況
　　　　　　　　　　27区市（17区10市）
○西多摩福祉事務所における支援
対象者数
　　　　　　　　　18名（28年３月時点）
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見直し

平成27年度実績平成28年度実績平成29年度実績事業概要所管局事業名
計画
番号

233 181 ☆短期入所事業の充実 福祉保健局

　保護者等の事情により一時的に介護を行う
ことが困難になった場合など必要なときに、障
害児（者）が短期間、施設に入所して必要な支
援を受ける。

■事業目標（３２年度）　１８０人分の短期入所
整備（障害者を含めた総数）

事業者数　268か所
                   （うち児童 110か所）
定員数　1,048名（うち児童  532名）
（平成30年3月31日現在）

事業者数　247か所
　　　　　　　   (うち児童  104か所）
定員数　963名（うち児童  499名）
（平成29年3月31日現在）

事業者数　238か所
　　　　　　　　（うち児童  100か所）
定員数　921名（うち児童  472名）
（平成28年3月31日現在）

236 184
☆児童発達支援センターの
設置促進

福祉保健局

　地域における障害児支援の中核的施設とし
て、児童発達支援センターの設置促進を図
る。

■事業目標（32年度）　各区市町村に少なくと
も1か所以上設置

34か所（平成30年3月31日現在）
【参考】平成30年4月1日現在35か所

32か所（平成29年3月31日現在）
【参考】平成29年4月1日現在34か所

３１か所（平成28年３月31日現在）

310 245
☆子育て世帯に配慮した住
宅の供給促進

都市整備局

　子育て支援サービスとも連携した子育て世
帯向けの質の高い住宅を都が認定するなど、
子育て世帯に配慮した住宅の供給を促進す
る。

■事業目標（27～37年度）　認定戸数　10,000
戸

認定戸数　延べ440戸 認定戸数　280戸 平成28年2月22日　認定制度開始

316 251
☆緑の拠点となる公園の整
備

建設局

　都民に安らぎやレクリエーションの場を提供
する都立公園の整備を推進する。

■事業目標（36年度）　170ha

・東伏見公園外12公園を新規整備
・新規開園面積2.9ha
 （27～29年度　延べ17.4ha）

・東伏見公園外１３公園を新規整備
・新規開園面積７．０ha
 （27～28年度　延べ１４．５ha）

・東伏見公園外１３公園を新規整備
・新規開園面積７．５ha

317 252
☆こころとからだを育てる活
動体験（野外体験・里山体
験）の活動広場拠点づくり

建設局

　都市化や家族形態の変化により、都市生活
の中では得られなくなった野外体験や里山体
験を親子連れ、高齢者など、多くの都民が都
立公園で楽しめる広場を整備する。
　野外体験や里山体験を通じて自然と親しむ
機会を提供し、快適さを備えた公園整備を行う
ことにより、都心や丘陵地の公園に来園する
都民が増加し楽しめる公園の整備をする。

■事業目標（36年度）　8か所

狭山公園で基本設計実施
委託検討の成果をもとに、事業計画
を検討

平成26年度全体事前調査基本計画
作成
平成27年度対応案の検討及び公園
の選定
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